
申し合わせ事項 ‐大会中止、中断に関する規定‐ 
 

大会当日、以下のような事情が生じた場合は大会を中止する。 

・ ６：３０現在高松地区、中讃地区、西讃地区いずれかにおいて大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪

いずれかの警報が発令されている場合、当日の大会は中止とする。 

・ ただし、国体予選決勝については、１１：００の時点で上記の警報がすべて解除されている場合、

１３：００集合とし実施する。 

 

大会開催中、以下のような事情が生じた場合は大会を中断し、場合により途中中止とする。 

競技会役員が話し合い判断し、競技委員長が決定する。 

・ 雷や雹など、気象条件が悪化したとき。 

・ 大会途中で大会中止にかかわる警報が発令されたとき。 

・ 競技会場周辺の状況を判断し、競技会の運営が安全に行えないと判断される状況が生じたとき。 

 

 

その他、必要に応じて、理事・競技委員長を含む競技会役員で判断し、決定する。 

 

 

              この申し合わせ事項は平成２４年度より施行する 
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